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岡山市歯科医師会

新入会説明会

令和６年１月２２日（月）

岡山県歯科医師会館 ２階 もも丸ホール

就学援助制度就学援助制度

趣旨

経済的な理由で児童生徒を就学させることが困難な
保護者に対し、必要な費用の一部を援助する制度

世帯の人数ごとに所得基準あり

認定申請

７月中旬６月初旬

９月下旬～１０月上旬９月初旬

１月下旬～ ２月上旬１月初旬

就学援助制度就学援助制度

支給される費目

医療費

学校給食費

学用品費

新入学児童生徒学用品費等

修学旅行費

通学費

校外活動費

要保護および準要保護
児童生徒医療費援助
要保護および準要保護
児童生徒医療費援助

対象者・・・準要保護児童生徒・要保護児童生徒

ほとんどが生活保護医療券で受診

援助の対象となる疾病（学校病）

トラコーマ・結膜炎（アレルギー性の結膜炎は対象外）

白癬・疥癬・膿痂疹 中耳炎 慢性副鼻腔炎・アデノイド

寄生虫

う歯 （Ｇ、Ｐ、晩期残存などは対象外）

はくせん かいせん のうかしん
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生徒

歯科医院

学校

医療費援助の流れ

市教委就学課

①治療用書類申込書の提出

・治療指示（用紙を配布）
・治療依頼書（初診月のみ）
・診療報酬請求明細書・請求書

②

① ②

受診前

生徒

歯科医院

学校

医療費援助の流れ

市教委就学課

③・書類を持参し受診 （現在、小学生の持参はありません）

・窓口負担
通常の中学生⇒負担なし
ひとり親・心身障がい者の中学生⇒１割徴収

③

受診時

生徒

歯科医院

学校

医療費援助の流れ

市教委就学課

④

④ ⑤

⑤・書類を取りまとめて送付

診療後

・診療報酬請求明細書・請求書を送付
・窓口で自己負担している場合のみ
学校へは明細書のみ送付して下さい

生徒

歯科医院

学校

医療費援助の流れ

市教委就学課

⑥・市教委就学課で審査後、医療費の振込み
・振込通知書を医療機関へ送付

⑥

自己負担ゼロの中学生

通常の
中学生
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生徒

歯科医院

学校

医療費援助の流れ

市教委就学課

⑦・生徒が自己負担したものについては学校へ振込み
窓口で支払を済ませている場合はこの方法で支給

⑦

⑧

・保護者へ支給（原則年３回の振込み）
他の就学援助費と一緒に学校長口座から振込み

自己負担１割の中学生

⑧

ひとり親
心身障がい者
の中学生

学 診療報酬請求明細書

Ｃ、Ｐｅｒ、Ｐｕｌ病名のみ
Ｇ病名や晩期残存は不可

スケーリングはう歯治療に必要な場合、
う歯のブロック数のみ算定可

E Ｃ ６ ６ Ｐｕｌ

ＳＣ
７２×３

２６４
５６ ３

８０＋１０ ８０

８０ １

７２

学 診療報酬請求明細書

歯科疾患管理料、歯科衛生実地指導料の算定可

E Ｃ ６ ６ Ｐｕｌ

７２ ３

２６４
５６ ３

歯管 文
８０＋１０

実地指
８０

７２

４

学 診療報酬請求明細書

Ｐ混検の算定も可（必要に応じて基本検査も可）

E Ｃ ６ ６ Ｐｕｌ

７２ ３

２６４
５６ ３

８０＋１０

７２

８０

歯清の算定も可

４

ただし、歯周精密検査の算定は不可
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学診療報酬請求明細書

E Ｃ ６ ６ Ｐｕｌ

７２ ３

２６４
５６ ３

８０＋１０ ８０

８０

基本検査を算定する場合、永久歯の歯数に
応じた点数で請求（本レセプトと同じ点数）

４ 6 Ｃ管理中

５６ １

７２

８０

歯管 １００＋１０＋４０
Ｆ局 １１０

１

～歯冠修復終了後判定～う蝕多発傾向者

Ｆ洗は同一初診中1回のみ

ただし、エナメル質初期う蝕管理加算との
併算定不可

6

６
２６１

８０

１Ｃe

エナメル質初期う蝕

歯管 ８０＋１０＋２６０
Ｆ局 １３０

６

エナメル質初期う蝕管理加算（２６０点）
とＦ局（１３０点）の併算定は不可

施設基準必要

学 診療報酬請求明細書

下段の記載は不要

「合計点数×１」の１円の位を四捨五入した金額

３,０６０

～自己負担ゼロの中学生～

３,０５５

通常の
中学生
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学診療報酬請求明細書

「ひとり親家族等医療費受給資格証」の場合、限度額を記載

対象疾病分のみの窓口支払い済み額を記載

３,０６０

～自己負担１割の中学生～

３,０５５

ひとり親
心身障がい者
の中学生

２,０００

学 請求書

ひとり親

心身障がい者
の中学生は提出不要

通常の
中学生
のみ提出

学 請求書

口座振込依頼書に届出の印を押印

請求印

金額の訂正は、請求印と同一印で１回限り可能

通常の
中学生
のみ提出

学 請求書

太枠内は学校で記入

通常の
中学生
のみ提出
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児童・保護者の持参した用紙に記入

ひとり親・心身障がい者の中学生
・・・自己負担限度額、窓口支払い済み額を記入

・・・レセプトを代用しても可

用紙の持参が後日になった場合
・・・既に支払った治療費（う歯分のみ）をできれば返金

用紙は翌月１０日頃までに提出
診療報酬請求明細書：訂正印は不要
請求書：請求金額の訂正は１回まで
請求印・訂正印は１本の印鑑に統一

(口座振込依頼書に押印した印)

その他の中学生
・・・自己負担限度額は不要

ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。

問い合わせ先：岡山市教育委員会就学課（直通）

086-803-1587


